
康
へ
の
リ
ス
ク
が
判
然
と
し
な
く
て
も
、
保
険
導
入

の
検
討
を
「
一
定
期
間
内
に
完
了
す
る
こ
と
」
が
決

め
ら
れ
た
。
ま
た
、
保
険
導
入
の
可
否
に
つ
い
て
製

薬
企
業
な
ど
に
よ
る
不
服
審
査
を
規
定
。
保
険
範
囲

や
価
格
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
が
、
第
９
章
の
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｓ

条
項
だ
。
例
え
ば
、
日
本
で
活
動
す
る
米
国
企
業
が

日
本
政
府
の
政
策
で
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
国
を
相

手
に
提
訴
で
き
る
制
度
だ
。
米
国
の
製
薬
会
社
や
保

険
会
社
が
「
国
民
皆
保
険
制
度
で
医
療
費
や
薬
価
を

安
く
し
て
い
る
の
は
、
公
平
な
競
争
を
阻
害
し
て
い

る
」
と
訴
え
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

　

裁
判
は
世
界
銀
行
傘
下
の
国
際
投
資
紛
争
解
決
セ

ン
タ
ー
で
審
理
さ
れ
る
。
世
銀
の
総
裁
ポ
ス
ト
は
米

国
が
握
っ
て
お
り
、
裁
判
で
負
け
れ
ば
莫
大
な
賠
償

金
の
支
払
い
に
加
え
、
制
度
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。 

（
つ
づ
く
）

　

英
文
で
約
８
４
０
０
㌻
に
わ
た
る
環
太
平
洋
連
携

協
定（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）文
書
。
政
府
が
今
国
会
に
提
出
し
た

日
本
語
訳
は
、
ご
く
一
部
だ
け
だ
っ
た
。
野
党
が
要

求
し
た
交
渉
資
料
は
す
べ
て
黒
塗
り
に
―
―
。
政
府

が
秋
の
臨
時
国
会
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
承
認
を
狙
う
な
か
、
ひ

た
隠
し
に
す
る
〝
不
都
合
な
真
実
〞
を
解
説
す
る
。

◇

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
が
公
開
し
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の

協
定
文
書
。
知
的
財
産
を
取
り
決
め
た
第
18
章
で

は
、
医
薬
品
に
つ
い
て
①
特
許
期
間
の
延
長
制
度
②

新
薬
の
デ
ー
タ
保
護
―
―
を
導
入
す
る
と
し
て
い

る
。
新
薬
価
格
の
高
止
ま
り
と
共
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
普
及
に
大
き
な
障
壁
と
な
る
。
国
境
な

き
医
師
団
は
、「
最
悪
の
貿
易
協
定
」
と
厳
し
く
批

判
し
て
い
る
。

　

第
26
章
で
は
、
医
薬
品
や
医
療
機
器
の
保
険
導
入

に
関
す
る
取
り
決
め
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
健

医療を襲う〝不都合な真実〟

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
罠
1　

国
民
皆
保
険
制
度
の
危
機


